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い
。

回
答　

町
長

　

今
回
の
認
定
は
、
隠
岐
の
自
然
・
独
自
の

生
態
系
・
黒
曜
石
等
を
交
易
材
料
と
し
た
人

の
営
み
を
関
連
付
け
て
説
明
で
き
る
こ
と
が

認
定
に
つ
な
が
っ
た
も
の
だ
と
思
っ
て
い

る
。

　

隠
岐
は
、
国
賀
海
岸
を
は
じ
め
と
し
て
、

赤
壁
、
白
島
海
岸
、
島
前
カ
ル
デ
ラ
な
ど
大

変
素
晴
ら
し
い
絶
景
が
あ
る
。

　

ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
で
は
、
隠
岐
地

域
の
調
査
・
研
究
を
行
う
大
学
な
ど
の
研
究

機
関
の
誘
致
を
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
学

生
等
が
隠
岐
を
研
究
テ
ー
マ
に
来
島
し
た
時

に
は
、
ガ
イ
ド
を
つ
け
た
り
地
質
に
関
す
る

資
料
の
提
供
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
地
質
に
関
す
る
知
識
」
に
つ
い
て
、
ジ

オ
パ
ー
ク
を
推
進
す
る
上
で
の
基
礎
と
な
る

も
の
と
認
識
を
し
て
お
り
、
島
根
大
学
を
は

じ
め
と
し
た
地
質
学
者
を
講
師
と
し
て
招
い

た
ガ
イ
ド
養
成
講
座
、
こ
れ
ま
で
も
１８
回

行
っ
て
い
る
が
、
引
き
続
き
開
催
す
る
予
定

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
専
門
的
な
知
識
が
必
要
な
誘
致

活
動
に
つ
い
て
は
、
島
根
県
や
隠
岐
４
ヶ
町

村
で
構
成
さ
れ
る
隠
岐
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
推

進
協
議
会
で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

中
上
　
省
三
　
議
員

質
問　

別
府
港
、
第
２
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内

に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
設
置

　

隠
岐
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
、
今

後
は
観
光
客
が
増
え
る
も
の
と
思
う
。
本
町

で
は
現
金
決
済
が
主
流
で
あ
る
た
め
、
島
前

の
玄
関
口
で
あ
る
別
府
港
第
２
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
。
各
金
融

機
関
の
協
力
を
い
た
だ
き
設
置
す
る
べ
き
と

思
う
が
町
長
の
所
信
を
伺
い
た
い
。

回
答　

町
長

　

隠
岐
ジ
オ
パ
ー
ク
の
世
界
認
定
に
伴
い
観

光
客
数
の
増
加
な
ど
、
交
流
人
口
の
拡
大
に

よ
っ
て
町
内
消
費
、
あ
る
い
は
地
元
の
金
融

機
関
の
利
用
者
増
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
大

変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
設
置
個
所
が
増
え
れ
ば
利
便
性

の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
各
金
融
機

関
へ
は
そ
う
い
っ
た
声
を
届
け
は
す
る
が
、

設
置
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
設
置
費
（
イ
ニ

シ
ャ
ル
コ
ス
ト
）、
保
守
管
理
、
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
、
費
用
対
効
果
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、

最
終
的
に
は
金
融
機
関
が
判
断
す
る
こ
と
で

あ
る
。

質
問　

学
校
給
食
に
つ
い
て

　

本
町
は
、
県
内
で
も
地
場
産
物
活
用
の
割

合
が
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
Ｊ
Ａ
、
Ｊ

Ｆ
と
の
連
携
を
強
化
し
、
供
給
体
制
を
整
備

す
べ
き
と
考
え
る
が
所
見
を
伺
う
。

回
答　

教
育
長

　

活
用
割
合
が
低
い
理
由
と
し
て
は
、
生
産

量
、
生
産
者
の
安
定
供
給
の
問
題
、
魚
介
類

に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
下
処
理
が
し
て

あ
る
こ
と
な
ど
の
要
因
が
あ
る
。　
　
　

　

Ｊ
Ｆ
の
意
向
と
し
て
は
、
下
処
理
の
手
間

等
に
非
常
に
厳
し
い
面
も
あ
る
が
、
地
場
産

物
の
活
用
、
あ
る
い
は
魚
食
普
及
の
面
か
ら

関
心
を
示
し
て
い
る
の
で
、
可
能
で
あ
れ
ば

価
格
や
運
用
面
の
協
議
を
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
現
在
の
仕
入
れ
先
と
の
連
携
強
化

や
、
加
工
施
設
を
経
営
す
る
民
間
会
社
と
の

連
携
も
検
討
し
た
い
。

安
達
　
静
香
　
議
員

　

Ｊ
Ａ
と
の
連
携
に
関
し
て
は
、
現
在
納
入

し
て
い
る
一
般
商
店
へ
の
影
響
、
生
産
量
の

確
保
、
価
格
等
様
々
な
問
題
も
あ
る
が
、
地

場
産
物
の
活
用
の
可
能
性
の
有
無
も
含
め
て

協
議
・
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
生
産
者
と
の
交

流
、
１
月
の
給
食
週
間
に
お
い
て
は
給
食
セ

ン
タ
ー
の
調
理
員
、
あ
る
い
は
食
生
活
改
善

推
進
員
、(

株)

日
本
海
隠
岐
活
魚
倶
楽
部

等
の
関
係
者
と
一
緒
に
給
食
を
す
る
と
い
う

よ
う
な
食
育
普
及
の
活
動
を
し
て
い
る
。

質
問　

海
岸
漂
着
物
対
策
に
つ
い
て

　

観
光
地
と
し
て
の
景
観
保
持
の
必
要
性
か

ら
、
海
岸
漂
着
物
の
清
掃
を
観
光
客
が
増
え

る
Ｇ
Ｗ
ま
で
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
所
見

を
伺
う
。

回
答　

町
長

　

本
格
的
な
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
入
る
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
前
に
、
海
岸
漂
着
ゴ
ミ
を
処

理
す
る
の
が
景
観
上
好
ま
し
い
の
は
誰
も
が

思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
補
助
金
を
活
用
し

た
事
業
は
、
事
務
手
続
き
上
困
難
で
あ
る
。

　

国
賀
浜
・
由
良
浜
・
外
浜
な
ど
の
観
光
ス

ポ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
年
間
を
通
じ
て
適
時

清
掃
を
行
っ
て
お
り
、
国
賀
海
岸
は
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
前
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

清
掃
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。

西
ノ
島
町
議
会

　
　
　
　

広
報
調
査
特
別
委
員
会
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●資金不足比率
　簡易水道や下水道といった公営企業会計における赤字額について、公営企業の料金収入に対する比率で表したも
ので、公営企業における資金不足の状況を表したものです。
　＝簡易水道事業＝

　　　簡易水道事業は収支が黒字であったために資金不足比率が生じませんでした。

　＝下水道事業＝

　　　下水道事業は収支が黒字であったために資金不足比率は生じませんでした。

平成 24年度の財政健全化判断比率及び
資金不足比率の公表について

　皆さんは「地方公共団体の財政健全化に関する法律」という法律をご存知でしょ
うか？
　この法律は地方公共団体の財政健全化に関する比率の公表の制度を設け、財政の
健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、この計画の実施の促進
を図る行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政健全化に役立てる
ことを目的とするものです。
　地方公共団体は、毎年度、４つの健全化判断比率（①実質赤字比率、②連結実質
赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率）と簡易水道や下水道などの公営企
業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなけれ
ばならないこととされています。

財政課

　一般会計等の赤字額を、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したもの
です。赤字額を標準財政規模と比較して示すことにより、赤字の深刻度を把握することができます。
　本町の平成２４年度における決算では該当となる会計の収支が黒字であったので、 昨年度に引き続き実質赤字比

率は生じませんでした。

●実質赤字比率

●連結実質赤字比率
　すべての会計の赤字額と黒字額を合算して、その団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除し
たものです。赤字・黒字の要素を合算し、地方公共団体全体としてみた収支における資金の不足の深刻度を把握す
ることができます。
　本町の平成２４年度における決算では全会計を合計した収支が黒字であったので、 昨年度に引き続き連結実質赤字比率

は生じませんでした。

●実質公債費比率
　一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債費やこれに準ずる経費をその団体の
標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したものの３カ年間の平均値です。
　本町の平成２４年度の実質公債費比率は１２．５％となりました。 昨年の値 （１４．６％） より２．１ポイント改善し、 法律に

定める基準の範囲内の結果となっています。

●将来負担比率
　地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになっている額を把握し、この将来負担額から負債の償還に
充てることができる基金等を控除のうえ、その団体の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したも
のです。
　本町の平成２４年度の将来負担比率は８５．５％となりました。 昨年の値 （９４．４％） より８．９ポイント改善し、 法律に定

める基準 （３５０％） の範囲内の結果となりました。


